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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和2年1月16日(2020.1.16)

【公表番号】特表2019-510726(P2019-510726A)
【公表日】平成31年4月18日(2019.4.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-015
【出願番号】特願2018-552206(P2018-552206)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/091    (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/093    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   21/00     １０１　
   Ｃ０３Ｃ    3/091    　　　　
   Ｃ０３Ｃ    3/093    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月28日(2019.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ（ｔ）を定める第１の表面と該第１の表面に対向する第２の表面とを含み、
　ゼロではないと共に約０・ｔ～約０．３・ｔの厚さ範囲に沿って変化する金属酸化物の
濃度を有し、
　約２００ＭＰａ以上の表面圧縮応力（表面ＣＳ）を有し、
　約７１．５／√（ｔ）～約１００／√（ｔ）の範囲内の最大ＣＴを有するＣＴ領域を有
する、ガラス系物品。
【請求項２】
　前記金属酸化物濃度の厚さ範囲が約０・ｔ～約０．４・ｔである、請求項１に記載のガ
ラス系物品。
【請求項３】
　前記金属酸化物の一価イオンが前記厚さ範囲に沿って応力を発生する、請求項１または
請求項２に記載ガラス系物品。
【請求項４】
　前記金属酸化物の前記一価イオンが、ガラス系基板の中の該金属酸化物の全ての該一価
イオンのうちの最大のイオン径を有する、請求項３に記載のガラス系物品。
【請求項５】
　前記金属酸化物の濃度が、前記第１の表面から該第１の表面と前記第２の表面との間の
点におけるある値にまで減少し、該値から該第２の表面に向かって増加する、請求項１～
４のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項６】
　前記ガラス系物品が、約４６０℃で約４５０μｍ２／時間以上のナトリウムまたはカリ
ウムイオン拡散性および約０．１５・ｔを超えるＤＯＣを有し、前記表面ＣＳが前記最大
ＣＴの１．５倍以上である、請求項１～５のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項７】
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　前記ガラス系物品が約０．６５ＭＰａ・ｍ１／２以上の破壊靭性（Ｋ１Ｃ）を有する、
請求項１～６のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項８】
　前記表面ＣＳが前記最大ＣＴよりも大きい、請求項１～７のいずれか１つに記載のガラ
ス系物品。
【請求項９】
　前記表面ＣＳが約３００ＭＰａ以上である、請求項１～８のいずれか１つに記載のガラ
ス系物品。
【請求項１０】
　前記金属酸化物の濃度が前記厚さ全体にわたって約０．０５モル％以上である、請求項
１～９のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項１１】
　前記第１の表面における前記金属酸化物の濃度が、約０．５・ｔに相当する深さにおけ
る該金属酸化物の濃度よりも約１．５倍大きい、請求項１～１０のいずれか１つに記載の
ガラス系物品。
【請求項１２】
　前記金属酸化物の合計濃度が約１モル％～約１５モル％の範囲内である、請求項１～１
１のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項１３】
　さらに、約０．４・ｔ以上の層の化学的深さを有する、請求項１～１２のいずれか１つ
に記載のガラス系物品。
【請求項１４】
　さらに、前記第１の表面からＤＯＣに広がるＣＳ層を含み、該ＤＯＣが約０．１・ｔ以
上である、請求項１～１３のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項１５】
　前記ＣＴ領域が前記金属酸化物を含む、請求項１～１４のいずれか１つに記載のガラス
系物品。
【請求項１６】
　前記表面ＣＳの絶対値に対する前記最大ＣＴの比が約０．１～約０．８の範囲内である
、請求項１～１５のいずれか１つに記載のガラス系物品。
【請求項１７】
　前記厚さｔが約３ミリメートル以下である、請求項１～１６のいずれか１つに記載のガ
ラス系物品。
【請求項１８】
　さらに、
　約１７モル％以下のＡｌ２Ｏ３とＮａ２Ｏとの組み合わせ量を有する組成物、
　約４モル％以下のＮａ２Ｏを含む組成物、
　Ｂ２Ｏ３およびＺｎＯの少なくとも１つを含む組成物、および
　Ｐ２Ｏ５を実質的に含まない組成物
のうちのいずれか１つ以上を含む、請求項１～１７のいずれか１つに記載のガラス系物品
。
【請求項１９】
　前面、背面および側面を有するハウジングと、
　少なくとも部分的に該ハウジングの内側にある電気部品と、
　該ハウジングの該前面またはその近傍におけるディスプレイと、
　該ディスプレイ上に配されたカバー基板とを備えるデバイスであって、該カバー基板が
請求項１～１８のいずれか１つに記載のガラス系物品を含む、デバイス。
【請求項２０】
　（ａ）前記第１の表面および第２の表面の少なくとも一方のヌープスクラッチ閾値が７
Ｎを超え、１４Ｎ未満であること；
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　（ｂ）サンドペーパーとガラスの表面との間に１００μｍの空隙ができるように該ガラ
スの表面上に配された３０グリットサンドペーパー上に、（ｉ）約８０ｃｍ、（ｉｉ）約
８８ｃｍ、（ｉｉｉ）約９０ｃｍおよび（ｉｖ）約９５ｃｍのうち１つの高さから、１０
ｍｍの直径を有する４．２ｇのステンレス鋼球を用いてインバーティド・ボール・ドロッ
プ試験を行ったときに、（ｉ）少なくとも６０％の残存率または（ｉｉ）少なくとも８０
％の残存率の一方を強化ガラス系基板が有し、該残存率は少なくとも５つのサンプルの試
験に基づくものであること；
　（ｃ）サンドペーパーとガラスの表面との間に１００μｍの空隙ができるように該ガラ
スの表面上に配された３０グリットサンドペーパー上で、１０ｍｍの直径を有する４．２
ｇのステンレス鋼球を用いてインバーティド・ボール・ドロップ試験を行ったときに、（
ｉ）７０ｃｍを超える、（ｉｉ）７５ｃｍを超える、（ｉｉｉ）８０ｃｍを超えるおよび
（ｉｖ）８５ｃｍを超える高さのうちの１つの平均欠陥高さを強化ガラス系基板が有し、
残存率は少なくとも５つのサンプルの試験に基づくものであること；および
　（ｄ）サンプル寸法を５．０８ｃｍ×５．０８ｃｍ角として、前記ガラス系物品を破壊
すると、該ガラス系物品が少なくとも１つの断片／インチ２～４０までの断片／インチ２

に破壊されること；
　のうち１つ以上を満足する、請求項１～１９のいずれか１項に記載のガラス系物品。
【請求項２１】
　約３ｍｍ以下の厚さ（ｔ）を定める第１の表面と該第１の表面に対向する第２の表面と
を含み、
　ゼロではないと共に約０・ｔ～約０．３・ｔの厚さ範囲に沿って変化する金属酸化物の
濃度を有し、
　前記厚さに沿って広がる応力プロファイルを有する、
ガラス系物品であって、
 約０・ｔ～０．３・ｔまで、および０．７・ｔを超える厚さ範囲の間における応力プロ
ファイルの全ての点が約０．１ＭＰａ／マイクロメートルを超える絶対値の傾斜を有する
接線を有し、
 前記応力プロファイルが、最大ＣＳ、ＤＯＣおよび最大ＣＴを有し、前記最大ＣＳの絶
対値に対する最大ＣＴの比が約０．０１～約０．２の範囲内であり、前記ＤＯＣが約０．
１・ｔ以上であり、前記最大ＣＴが約７１．５／√（ｔ）～約１００／√（ｔ）の範囲内
であり、
 前記応力プロファイルが、更に、約２００ＭＰａ以上の表面圧縮応力を有し、
 前記ガラス系物品が、約０Ｊ／ｍ２を超え２０Ｊ／ｍ２未満の保存引張エネルギーおよ
び約７０ＧＰａ以上のヤング率を有する、ガラス系物品。
【請求項２２】
　さらに、前記厚さの全ての部分に沿って連続的に変化する金属酸化物の非ゼロ濃度を有
する、請求項２１に記載のガラス系物品。
【請求項２３】
　さらに、約１０マイクロメートル未満の前記厚さの部分に沿って連続的に変化する金属
酸化物の非ゼロ濃度を有する、請求項２１または２２に記載のガラス系物品。
【請求項２４】
 前記最大ＣＳが約３００ＭＰａ以上である、請求項２１～２３のいずれか１項に記載の
ガラス系物品。
【請求項２５】
　さらに、約０．４・ｔ以上の層の化学的深さを有する、請求項２１～２４のいずれか１
項に記載のガラス系物品。
【請求項２６】
 さらに、ＣＴ領域を含み、該ＣＴ領域が金属酸化物濃度グラジエントを有する、請求項
２１～２５のいずれか１項に記載のガラス系物品。
【請求項２７】
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　前記厚さｔが約１ミリメートル以下である、請求項２１～２６のいずれか１項に記載の
ガラス系物品。
【請求項２８】
　さらに、
　約１７モル％以下のＡｌ２Ｏ３とＮａ２Ｏとの組み合わせ量を有する組成物、
　約４モル％以下のＮａ２Ｏを含む組成物、
　Ｂ２Ｏ３およびＺｎＯのいずれか１または２以上を含む組成物、および
　Ｐ２Ｏ５を実質的に含まない組成物
のうちのいずれか１つ以上を含む、請求項２１～２７のいずれか１項に記載のガラス系物
品。
【請求項２９】
　前面、背面および側面を有するハウジングと、
　少なくとも部分的に該ハウジングの内側にある電気部品と、
　該ハウジングの該前面またはその近傍におけるディスプレイと、
　該ディスプレイ上に配されたカバー基板とを備えるデバイスであって、該カバー基板が
請求項２１～２８のいずれか１項に記載のガラス系物品を含む、デバイス。　
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